
保険税の納付は便利な口座振替で!!

令和6年度

令和6年度

国が定めた、年に１度の健康診断です。
40歳を迎えたら毎年必ず受けましょう。
詳しくは、19ページをご覧下さい。

特定健康診査



※令和6年12月2日の保険証廃止後は「資格確認書」または「資格情
報のお知らせ」を交付します。

※



　国民健康保険被保険者証（保険証）は、国民健康保険に加入
していることを証明するものです。令和 6年 12 月 2 日に保険
証は廃止されますが、お持ちの保険証は有効期限が切れるま
で利用できます。

　前年中の所得などに応じて医療費の自己負担割合が決まります。
　「高齢受給者証」は、その自己負担割合を記載したもので、70歳
の誕生日の翌月（1日生まれの方は誕生月）の1日から適用となりま
す。適用となる月の前月末までに、世帯主あてに郵送されます。
●自己負担割合は5ページをご覧ください。
●毎年8月1日に切り替わります。
＊75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の被保険者とな
ることから、国保の資格がなくなります。

●保険証として利用するには申し込みが必要です。
　マイナンバーカードの保険証利用の申し込みは、
マイナポータルなどでできます。

●保険証として利用するメリット
・医療機関等の受付でマイナンバーカード
を顔認証付きカードリーダーにかざすこと
でオンライン資格確認ができるため、保
険証や高齢受給者証を提示することなく
受診できます。

・本人の同意により、過去に処方された薬や特定健診等の情報が
医療機関等に提供できるため、データに基づいた診療や薬の処
方が受けられます。

・本人の同意により、限度額適用認定証がなくても限度額を超える
支払いが免除されます。ただし、国民健康保険税を滞納している
場合、免除されないこともあります。
・マイナポータルで処方された薬や特定健診等
の情報をいつでも確認できます。

・マイナポータルからe-Taxに連携して医療費に
関する確定申告ができるため、確定申告が簡
単になります。

マイナンバーカードを保険証として利用できます！

高齢受給者証について



　国保へ加入するときや脱退するとき、または
保険証の記載事項に変更があったときには、
14日以内に届け出が必要です。
＊原則、世帯主が届け出をすることとなっていますが、同じ
世帯のご家族が届け出をすることもできます。窓口に来
られる方の身分証明書と必要なものをお持ちのうえ、市
役所国保年金課（西館1階）の窓口または窓口センター
で届け出をしてください。

国民健康保険税の納付は口座振替でお願いします。

（オンラインによる転出届を
した場合は不要）



届け出をされる方が別の世帯の場合は、委任状のほ
か、窓口に来られる方の身分証明書（マイナンバーカ
ード、運転免許証、在留カード等）が必要です。

職場の健康保険証または
職場の健康保険に加入し
た証明書

（電子申請により手続き可）



　また、高額療養費の申請は初回のみ必要で、２回目以降は自
動振込※となります。
※世帯主が変更または死亡した時や保険税に滞納がある場合等は自動振込を
解除します。詳しくは初回時に送付される高額療養費の案内をご確認下さい。

　病気やケガで病院にかかるときは、保険証（マイナ保険
証を含む）を窓口に提示してください。医療にかかった費
用の一部（自己負担分）を支払うことで診療を受けること
ができます。残りの費用は国保が負担します。

※現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上
の70歳～74歳の国保加入者がいる世帯に属する方をいい、その自己
負担割合は3割です。ただし以下の条件のいずれかを満たす場合は
2割となります。
●70歳以上の国保加入者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金
額等」の合計額が210万円以下の場合。

●70歳以上の国保加入者の収入の合計が下記の基準に該当した場合。
70歳以上の国保加入者が1人の場合 383万円未満
70歳以上の国保加入者が2人以上の場合 520万円未満

又は

　災害や失業等特別な事情により収入が大幅に
減少した時は、医療機関に支払う一部負担金の
減免や徴収猶予を一定期間受けることができます。



＊所得要件は、同じ世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計額で
す。所得の申告がない方がいる場合は、適用区分アとみなされます。
●住民税非課税世帯とは、同じ世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税
非課税の世帯を指します。
●同じ世帯で同じ月内に、受診者・医療機関・入院・外来ごとに計算して２１,０００
円以上支払があった場合、それらを合計して上記の自己負担限度額を超えた
分が支給の対象となります。

※1 多数回該当とは、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、
4回目以降に適用される自己負担限度額のことです。

※2 8月1日～翌年7月31日までの外来療養に係る年間上限額は、144,000
円です。該当する方には申請のお知らせをします。高額療養費の支給が
自動振込となっている方は、申請不要です。加入の保険に変更があった
場合はお問合せください。

※3 現役並み所得者について、詳しくは5ページを参照ください。
※4 低所得Ⅱ＝住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方
※5 低所得Ⅰ＝世帯全員の各種所得（公的年金は控除額80万円）が0円の方

（現役並みⅢ）
課税所得
690万円以上
（現役並みⅡ）
課税所得
380万円以上
690万円未満
（現役並みⅠ）
課税所得
145万円以上
380万円未満

現
役
並
み
所
得
者



医療機関等において、オンライン資格確認が可能な場合
は、申請不要です。

対
象
者

70歳未満… 国民健康保険証が短期証でない世帯の方
70歳以上… 住民税非課税世帯の方、課税所得が
 690万円未満の現役並み所得者

食費（１食あたり）は令和６年度中に改定予定です。

。（電子申請により手続き可）



保険証、預金通帳、出産費用の内訳明
細（または領収書）、直接支払制度の書類
・死産、流産の場合：母子手帳または
医師の証明書

・海外での出産の場合：公的出生証明
書（原本）、邦訳、出産した方及び子ど
ものパスポート、調査に関わる同意書、
母子手帳等

※出産した国によって必要書類が異なりますの
で、事前にご確認ください。

　同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用し、それぞ
れの自己負担額の合算が下記の限度額を超えた場合に支給
されます。対象となる方には、申請書が送付されます。
自己負担の限度額（医療分＋介護分）

■高額医療・高額介護合算制度

　出産育児一時金は、原則として国保から分娩機関へ出産費
用として支払います（直接支払制度）。出産費用が出産育児一
時金を上回った場合は退院時に差額のみを分娩機関で支払
い、下回った場合はその差額分を申請することで国保から支
給されます。

　下記の対象疾病により治療を受けている方は、医療機関の
証明を受け、市役所国保年金課（西館1階）の窓口で申請する
と月額の自己負担額が定額になります。

　国保に加入している方が出産した時に支給されます。妊娠
12週（85日）以上であれば、死産、流産の場合でも支給されま
す（他の健康保険から支給される場合は、国保からの支給は
ありません）。

■子どもが生まれたとき（出産育児一時金）

48.8万円
（※令和5年3月31日
    以前は40.8万円）

50万円
（※令和5年3月31日
    以前は42万円）

■特定疾病療養受療証の交付



保険証、喪主の預金通帳、葬祭を行
った喪主がわかるもの（会葬礼状、葬
儀の領収書等）

診療内容明細書※2、領収明細書※2、
歯式（※歯科にて診察を受けた場合）、
邦訳、パスポート、調査に関わる同意書
保険証、預金通帳、受診内訳のわかる書類（返
還通知等）、返還したことが確認できる領収書
等、保険者から取り寄せた診療報酬明細書（レ
セプト）

保 険 証
領 収 書
預金通帳

※1





　領収書は原則無料で発行することが義務付けられてい
ます。金額に誤りがないか確認して、大切に保管してくだ
さい。

白紙の「療養費支給申請書」への署名は決して行わないで
ください。

施術内容等について市の委託先より照会をさせていた
だくことがあります。保険給付の適正化のために、皆様の
ご協力をお願いします。

「療養費支給申請書」の委任欄に署名する場合、次の
点に注意してください。
必ずその月の施術がすべて終わった後に署名してください。



　医療費のお知らせは、診療のあった方に対して、医療費
等をお知らせする内容となっています。受診状況をふり返り、
ご自身やご家族の健康づくりにご活用いただくとともに、医
療機関等からの請求誤りの防止を目的に、年に３回お送り
します。
　また、確定申告の際に、このお知らせを添付することで医
療費控除の明細書の記載を省略することができます。
　なお、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用の方
はマイナポータルからも医療費通知情報が閲覧でき、医療
費控除の申告手続きでは、マイナポータルを通じて医療費
通知情報の自動入力が可能です。
　確定申告及び医療費控除に関しては、国税庁ホームペ
ージをご覧ください。

■医療費のお知らせ

お知らせを送付する月 記載される診療月
8月末
1月末
3月末

1・2・3・4・5月診療分
6・7・8・9・10月診療分
11・12月診療分

【送付時期】



43

■令和6年度の税率について ［　］内は令和5年度の税率と限度額

加入者の算定
基礎額（※）の合計
×6.69％
［6.28％］

加入者の算定
基礎額（※）の合計
×3.03％
［2.71％］

加入者の算定
基礎額（※）の合計
×2.40％
［2.30％］

被保険者
1人につき
21,600円
［20,100円］

被保険者
1人につき
9,600円
［8,400円］

被保険者
1人につき
9,300円
［9,000円］

1世帯につき
23,400円
［24,000円］

1世帯につき
10,200円
［9,900円］

1世帯につき
7,500円
［7,800円］

650,000円
［650,000円］

240,000円
［220,000円］

170,000円
［170,000円］

　被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者
となります。
　世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医
療保険に加入している場合、世帯主は課税計算
の対象から除外されますが、世帯の中に国民健康保険に
加入している方がいれば、 原則世帯主あてに納税通知書
などを郵送します。

後期高齢者医療制度



6

6
5

■国民健康保険税の課税・納期
○令和6年度の国民健康保険税の課税決定通知

○納期

（後期高齢者医療制度と重複しないため）。



国民健康保険税の納税通知書、口座番号の分かるもの、
預貯金通帳の届出印を金融機関に持参して、「口座振替
依頼書」に必要事項を記入し窓口にてお申し込みください。

申し込みの翌月末の納期から口座振替が始まります。
＊開始月の中旬に口座振替開始通知書を納税課から郵送します。

口座振替を止めたいときは、廃止届の提出が必要です。
振替している金融機関の窓口に届出ください。

口座振替・口座変更の手続き

・二次元コードのあるもの
全国の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局にて納付が
できます。

・二次元コードのないもの
豊橋市指定銀行・信用金庫などの金融機関、ゆうちょ
銀行・郵便局（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県に所在
するものに限る）

・コンビニ用バーコードのあるもの
全国のコンビニエンスストア、MMK端末設置店舗
＊詳しくは納付書の裏面をご覧ください。

金融機関
等の窓口

スマートフォンまたはパソコンから専用のアプリを使って、
インターネットバンキングにより納付できます。詳しくはホ
ームページをご覧ください。

モバイル
レジ

納付いただけるところ

口座振替の開始時期

口座振替の廃止

　令和7年度から新規に特別徴収になると見込まれる方
には、納付方法についてのお知らせの通知と口座振替依
頼用のはがきを事前に郵送します。
＊令和6年4月からの特別徴収対象者へはすでにお知らせし
ています。

　口座振替による納付をお願いします。口座振替ができ
ない場合は、他の方法による納付も可能です。

クレジット
カード・
電子決済

クレジットカード・電子決済による納付がで
きます。地方税お支払サイト（https://www.
payment.eltax.lta.go.jp/pbuser）より、二次
元コードを読み取ってください。詳しくはホー
ムページをご覧ください。



■国民健康保険税の軽減・減免制度について

前年の軽減判定所得（※1）が、次の金額の合計額（①＋②）以下の世帯
① 43万円
② （一定の給与所得者等（※2）の人数－1）×10万円

前年の軽減判定所得（※1）が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯
① 43万円
② （一定の給与所得者等（※2）の人数－1）×10万円
③ （被保険者と特定同一世帯所属者の人数）×54万5千円

前年の軽減判定所得（※1）が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯
① 43万円
② （一定の給与所得者等（※2）の人数－1）×10万円
③ （被保険者と特定同一世帯所属者の人数）×29万5千円

※1 軽減判定所得とは、世帯主（国保に加入していない世帯主を含む）、被保険者及び特定
同一世帯所属者（17ページ参照）の所得金額の合計等です。65歳以上の方（年齢は1
月1日時点）の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

※2 一定の給与所得者等とは、世帯主（国保に加入していない世帯主を含む）、被保険者及
び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、又は公的年金の収入が
60万円を超える65歳未満の方、公的年金の収入が125万円を超える65歳以上の方
（年齢は1月1日時点）を指します。

○国の軽減制度
　世帯の前年所得金額の合計が下記の表にあてはまる場合、その金額に応
じて均等割・平等割の金額から7割・5割・2割を減額します。（申請不要）

＊ 減免の適用にあたり、世帯主が被保険者でない場合も世帯主を被保険者とみなし、
市民税所得割が非課税かの判定をします。また、特定同一世帯所属者（17ページ
参照）を含めて判定します。

＊ 令和6年度市民税所得割定額減税が適用される方については減税前の市民税所
得割を用いて判定します。

＊ 未就学児への均等割の軽減制度に該当する場合は、当該児童への上記減免のう
ち均等割については適用されません。

※4 1月1日現在、市内に住所が無い方は、豊橋市で市民税所得割が非課税であることが確
認できない場合があります。申請により減免を受けられる場合がありますので、お問い合わ
せください。

7割

軽減の割合 対象

5割

2割

○未就学児への均等割の軽減制度
　未就学児（6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者）にかかる
均等割について、その5割を軽減します。
○産前産後期間の所得割及び均等割の軽減制度
　出産する予定または出産した被保険者にかかる産前産後期間（単胎妊娠
４カ月、多胎妊娠６カ月）の所得割と均等割を軽減します。（原則届出必要※３）
※3 「出産育児一時金」の支給等により出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。

○市独自の減免制度
　豊橋市では市民税所得割が課税されない世帯を対象とした均等割・平等
割の金額に対する減免制度を設けています。（原則申請不要※4）



　リストラや倒産など非自発的に離職された方を対象と
した国民健康保険税の軽減措置です。軽減を受けるため
には申告が必要です。市役所国保年金課（西館1階）の窓
口、郵送または電子申請により手続きできます。

　同一世帯にいる方の後期高齢者医療制度への加入に
伴う、国民健康保険税への影響を抑制するため緩和措
置を行っています。

＊申告には雇用保険受給資格者証または雇用保険受給通知書を
お持ち下さい。
＊特例受給資格者証や高年齢受給資格者証（65歳以上）をお持ち
の方は軽減対象ではありません。
○後期高齢者医療制度への加入に伴う国民健康保険税
　の緩和措置



　住民税において障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除
に該当している方で、前年の合計所得金額が135万円以
下の場合、申請により所得割相当額を減免します。
　災害・疾病・事業の廃止などにより、国民健康保険税の
納付が困難になった場合、申請により減免を受けられる
ことがあります。

■国民健康保険税の納付は口座振替でお願いします

■年間納付済額のお知らせについて
　普通徴収で納付されている場合、確定申告などの社会
保険料控除の申告の際に参考としていただくために、年間
納付済額のお知らせを2月初旬に郵送します。
　年金からの特別徴収で納付されている場合は、年金保
険者から郵送される源泉徴収票でご確認ください。

　国民健康保険税は、納め忘れのない口座振替での納
付をお願いします。国民健康保険に加入する時は口座振
替をする預貯金通帳と通帳届出印を可能な限り持参して
ください。口座振替ができない場合は他の方法での納付も
可能です。
※詳しくは国保年金課保険税グループ（☎51-2295）までお問合せ
ください。
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令和6年5月7日～令和7年1月31日です。

　特定健康診査は、生活習慣病予防のためにメタボリッ
クシンドロームを早期発見する大切な健診です。メタボリ
ックシンドロームの早期発見・改善に取り組むことにより、
生活習慣病の重症化予防にもつながります。
　ご自身の健康管理のために、毎年、特定健康診査を受
けましょう。

　暴風警報等が発令された場合は、健診を延期・中止することがあります。

《健診内容・受診方法》＊通院中でも受診しましょう

特定健康診査受診券
健康保険証情報がわかるもの
（国民健康保険被保険者証等）

　豊橋市の国民健康保険にご加入中の40歳から74歳の
方には、4月末に特定健康診査受診券を郵送します。詳細
については、受診券に同封されている「特定健康診査・健
康診査のご案内」または市ホームページをご覧ください。



※年度内に社会保険等により受診された方は除きます。
※健診受診日に、豊橋市の国民健康保険の資格を喪失してい
る場合は、受診できません。受診した場合は、全額自己負担
となりますのでご注意ください。

・19ページの健診内容を実施していること
・令和６年度の特定健康診査受診券を一緒に提出
すること（令和６年度に特定健康診査を
受診しないこと）
　詳細は右記二次元コードでご確認いただ
くか、健康増進課までご連絡ください。

◯受診券がお手元にない方
　受診券を紛失されたり届かない方は、受診券
を発行できます。右記二次元コードからお申込
みいただくか、健康増進課までご連絡ください。
　年度途中に国民健康保険の資格を取得され
た方は、加入時期によっては受診券をすぐに発行できない
場合があります。

◯重複受診について
　受診券を利用しての健診は1回限りです。重複して受診し
た場合は、2回目から全額自己負担になりますのでご注意く
ださい。

《注意事項・お知らせ》
◯費用について
　「無料」です。人間ドック併用は、差額の費用がかかります。
◯75歳になる方
　受診券の有効期限が異なります。必ずご確認ください。
◯お勤め先で受診される方※
　職場健診の結果を健康増進課へ提出いただき、以下の
必須項目を満たしている方に、道の駅とよはしで販売して
いる商品の詰め合わせセット（約1,500円相当）をプレゼン
トします。

必須項目



がん検診をはじめとした各種検診は市ホーム
ページをご覧いただくか、健康増進課へお問
合せください。

TEL 特定健診について▶ 39-9141
 がん検診について▶ 39-9136 
FAX 38-0770

問合せ先 豊橋市保健所 健康増進課
〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地（ほいっぷ内）

　特定健康診査受診者の
HbA1c（過去１～３か月の平
均的な血糖の状態）の結果
は、愛知県と比べても高く、
さらにHbA1c5.6％以上の有
所見率は年々少しずつ高くな
ってきています。健康増進課
では、生活習慣病予防をはじ
めとする健康相談を行ってい
ますので、ご利用ください。

■豊橋市の現状



国保年金課 健康増進課



令和6年度 納税カレンダー
納期月 税金等の種類 期別 納期限
４月 介 護 保 険 料 第１期 4月30日
５月 固 定 資 産 税 第１期 5月31日軽 自 動 車 税 全　期
６月 市 県 民 税 第１期 7月1日介 護 保 険 料 第２期

７月
国 民 健 康 保 険 税 第１期

7月31日固 定 資 産 税 第２期
後期高齢者医療保険料 第１期

８月
国 民 健 康 保 険 税 第２期

9月2日市 県 民 税 第２期
介 護 保 険 料 第３期
後期高齢者医療保険料 第２期

９月 国 民 健 康 保 険 税 第３期 9月30日後期高齢者医療保険料 第３期

10月
国 民 健 康 保 険 税 第４期

10月31日市 県 民 税 第３期
介 護 保 険 料 第４期
後期高齢者医療保険料 第４期

11月 国 民 健 康 保 険 税 第５期 12月2日後期高齢者医療保険料 第５期

12月
国 民 健 康 保 険 税 第６期

1月6日固 定 資 産 税 第３期
介 護 保 険 料 第５期
後期高齢者医療保険料 第６期

１月
国 民 健 康 保 険 税 第７期

1月31日市 県 民 税 第４期
後期高齢者医療保険料 第７期

２月
国 民 健 康 保 険 税 第８期

2月28日固 定 資 産 税 第４期
介 護 保 険 料 第６期
後期高齢者医療保険料 第８期


